物価高騰対策中小企業経営力強化支援業務委託仕様書

[bookmark: _Hlk195212914]本仕様書は、四万十市（以下、「甲」という。）が発注する物価高騰対策中小企業経営力強化支援業務（以下、「本業務」という。）を受注する者（以下、「乙」という。）の業務について、必要な事項を定めるものである。

１　委託業務名
物価高騰対策中小企業経営力強化支援業務

２　業務の背景・目的
　本市では、人口減少・高齢化の進行に伴い、地域企業の担い手不足や生産性向上が喫緊の課題となっている。特に市内企業の多くを占める中小企業・小規模事業者においては、日々の業務に追われるなかで、業務の見える化や改善の優先順位付け、デジタル技術の活用検討に十分な時間と人材を確保できず、結果として経営改善や人材確保、賃上げ原資の創出に結びつく取り組みが進みにくい状況にある。
　一方で、クラウドサービスをはじめとするデジタルツールは、比較的導入しやすく、業務の標準化・省力化、情報共有の迅速化、データに基づく判断の高度化など、短期間でも効果を得られる可能性が高い。しかし現場では、「何から着手すべきか分からない」「自社業務に合うサービスを選べない」「導入後に定着せず元に戻ってしまう」といった障壁があり、単発の相談対応や情報提供だけでは、導入・実装・運用定着まで到達しにくい。
　このため本業務では、ＤＸ専門家等が伴走支援者となり、支援対象企業の現状把握から業務課題の棚卸・整理、優先課題の設定、デジタルツールの探索・比較、導入計画の具体化、導入・実装、効果測定と改善までを一連で支援する。
　また、単年度ではデジタルツールの運用定着までは到達できないことが想定されるため、各社の取り組みを２～３年のロードマップとして整理し、次年度以降のフォローや継続支援に円滑に引き継げる形で成果を残す。さらに、市内企業等への成果の報告等を通じて、取り組み事例・学び・生じた課題の共有を行い、支援施策全体の利用促進にもつなげることを目的とする。

３　履行場所
四万十市

４　委託期間
契約締結の日から令和９年３月26日（金）まで


５　条件
　⑴　四万十市内に本店又は営業所等があること。
　⑵　過去10年以内（平成28年以降）に中小企業の経営支援に係る業務を経験した者を
２名以上本業務に配置できること。

６　提出書類
乙は、本業務の着手及び完了にあたって、速やかに次の書類を甲に提出し、承認を受けるものとする。
⑴　業務の着手時
①　業務計画書
②　着手届
③　その他甲が指示する書類
　⑵　業務の完了時
　　①　業務完了届
　　②　業務実施報告書
　　③　その他甲が指示する書類

７　支援対象企業数
10社：四万十市内に本社もしくは主要な事業所を有する中小企業者

８　業務内容
⑴　支援対象企業の募集及び選定
ア　甲と協議のうえ乙が募集案内を作成する。
イ　募集及び周知については乙が保有する広報手段を最大限活用し実施する。
ウ　募集に際し、乙は、本業務の目的や支援内容、スケジュールへの理解、デジタルツ
ール導入に対する意識醸成を図るための事業説明会を開催する。
・開催時期は７月頃を目安とし、甲と協議のうえ決定する。
・形式は対面（必要に応じ、オンライン併用での実施を検討すること）とし、当日
運営、資料作成、質疑対応、アンケート回収等を実施する。
　　エ　応募状況を踏まえ、甲と協議のうえ支援対象企業を決定する。
⑵　デジタルツール導入支援
個別伴走支援を効果的に実施するために、支援対象企業の業務課題を体系的に整理
すること、課題分析やデジタルツール選定、基礎知識の習得を目的とした各種支援を実
施する。詳細については、甲と協議のうえ実施すること。
ア　デジタルツール導入前支援
経営分析ツール等を用いて業務課題を整理するとともに、課題解決に向けたデジ
タルツール選定に係る支援を行う。
なお、支援にあたっては、月１回を目安に、初回面談は原則対面とし、その後はオ
ンラインも可とするが、必要に応じて対面で対応できる体制を構築すること。その際、支援内容は支援対象企業別及び日別に記録し、支援の中で作成・提供した資料とともに、甲の求めに応じて提出すること。
イ　ロードマップの策定支援
支援対象企業が自社の業務課題を踏まえて、効果的にデジタルツールの導入・活用を推進することができるよう、今年度を含めた２～３年間のロードマップを策定すること。
なお、策定したロードマップは、継続した相談支援を行うための「事業計画書」と
して位置付けており、以下の内容を含めるものとする。
・業務課題ごとの改善取組内容・実施時期
・導入するデジタルツールの概要と測定可能な定量効果（本支援で取り扱う優先
業務課題のみ）
ウ　成果報告会の開催
３月中旬を目途に、支援を振り返っての取組成果や苦労したポイント、今後の展望
を発表する成果報告会を開催することにより、支援対象企業による発表機会を作り、支援対象企業各社による相互の交流促進を図ること。
詳細については甲と協議のうえ実施すること。
　⑶　支援事例集の作成
　　　⑵のデジタルツール導入支援の実施結果から得られた、知見、課題及びその解決策に
ついて、市内事業者の参考となるよう、支援事例集を作成すること。
　なお、支援事例集については電子媒体（Excel・Word・PowerPoint形式）での作成と
する。
　⑷　定期報告
　　　乙は、毎月10日（10日が土日・祝日等の閉庁日の場合は翌開庁日とする。）までに、
前月末までの事業の取組状況及び必要な報告事項等を取りまとめ、甲に提出すること。
なお、提出様式は任意とする。
⑸　実施体制
ア　乙は、業務着手時に提出する業務計画書において、実施体制を明記すること。
イ　乙は、本業務全体の進行管理を行う業務責任者を定め、業務運営や進捗管理等必要
事項に関する甲との調整や報告について、責任をもって対応すること。
　　ウ　乙は、業務を円滑に遂行できるよう、デジタルツールの活用による業務改善に関す
る知識を有する者を確保すること。
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10　成果品
　乙は、本業務の成果品として次の資料を甲に提出しなければならない。
　⑴　業務実施報告書（電子媒体（Excel・Word形式））
　⑵　その他、委託業務で作成した資料

11　成果品の帰属
　成果品はすべて甲に帰属するものとし、乙は甲の許可なく使用、複製及び流用してはならない。なお、本業務実施前に乙が保有している権利関係はこれに含まないものとする。

12　再委託
⑴　受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託又は請け負わせてはならない。 た
だし、あらかじめ書面により甲と協議し、承認を得た場合は、この限りではない。
⑵　⑴により甲が承認した場合には、承諾を得た第三者も乙と同等の義務を負うものと
し、乙は、当該第三者にこの義務を順守させるために必要な措置を取らなければならな
い。その後に承認を得た第三者についても同様とする。
⑶　⑴により甲が承諾した場合であっても、乙は、甲に対し、承認を得た第三者の行為に
ついて全責任を負うものとする。

13　機密の保持
　乙は、本業務に関して知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。これは、本業務が完了又は解除された後も同様とする。また、個人情報に関する貸与資料の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律及び四万十市個人情報の保護に関する法律施行条例、四万十市個人情報の保護に関する法律施行細則」を尊守するものとし、データの秘密保持について万全の管理を行うものとする。

14　関係法令の遵守
乙は、業務の実施に当たり、関係する法令規則、通知等を遵守しなければならない。

15　その他
　⑴　乙は、業務完了後５年間、本業務に係る会計帳簿及び証拠書類を、甲又は会計検査の
求めに応じていつでも閲覧に供することができるよう保存しておかなければならない。
⑵　本仕様書の記載事項及び業務内容に関して疑義が生じた場合は、速やかに甲と乙で
協議の上決定し、業務を遂行するものとする。
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